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、
別
紙
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弁
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を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
年
金
制
度
の
所
得
代
替
率
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
。
以
下
「
平
成
十
六
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
に

お
い
て
は
、
長
期
的
な
給
付
と
負
担
の
均
衡
を
確
保
し
、
制
度
を
持
続
可
能
な
も
の
と
す
る
た
め
、
上
限
を
固
定
し
つ
つ
保
険

料
の
引
上
げ
を
行
う
と
と
も
に
、
モ
デ
ル
世
帯
の
所
得
代
替
率
（
平
成
十
六
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る

額
と
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
と
を
合
算
し
て
得
た
額
の
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
額
に
対
す
る
比
率
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

が
百
分
の
五
十
を
上
回
る
こ
と
と
な
る
よ
う
な
給
付
水
準
を
将
来
に
わ
た
り
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
、
年
金
の
給
付
水
準
の
下

限
を
併
せ
て
法
定
化
し
た
と
い
う
経
緯
を
踏
ま
え
る
と
、
平
成
十
六
年
二
月
二
十
七
日
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
に
お
け
る
御

指
摘
の
坂
口
元
厚
生
労
働
大
臣
の
答
弁
（
以
下
「
坂
口
元
厚
生
労
働
大
臣
の
答
弁
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
御
指
摘
の
「
最
低

限
の
生
活
」
及
び
「
最
低
限
の
生
活
が
保
障
で
き
る
」
こ
と
に
つ
い
て
は
厳
格
な
定
義
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る

が
、
坂
口
元
厚
生
労
働
大
臣
の
答
弁
は
、
平
成
十
六
年
当
時
（
以
下
「
当
時
」
と
い
う
。
）
の
モ
デ
ル
世
帯
の
年
金
額
（
平
成

十
六
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
と
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
と
を
合
算
し
て
得
た
額
を
い
う
。
）
が

当
時
の
高
齢
夫
婦
世
帯
の
基
礎
的
消
費
支
出
（
家
計
調
査
に
お
け
る
消
費
支
出
の
う
ち
、
食
料
、
住
居
、
光
熱
・
水
道
、
家
具

・
家
事
用
品
、
被
服
及
び
履
物
に
係
る
も
の
の
合
計
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
十
分
賄
え
る
状
況
に
あ
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
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て
、
モ
デ
ル
世
帯
の
所
得
代
替
率
が
百
分
の
五
十
を
上
回
る
こ
と
と
な
る
よ
う
な
年
金
の
給
付
水
準
を
確
保
し
、
最
低
限
の
生

活
を
保
障
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
と
い
う
趣
旨
を
述
べ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

御
指
摘
の
「
国
民
年
金
低
下
の
歯
止
め
が
無
い
こ
と
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
国
民
年
金

及
び
厚
生
年
金
保
険
の
給
付
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
六
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
に
お
い
て
、
モ
デ
ル
世
帯
の
所
得
代
替

率
が
百
分
の
五
十
を
上
回
る
こ
と
と
な
る
よ
う
な
給
付
水
準
を
将
来
に
わ
た
り
確
保
す
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
政
府
と
し
て

は
、
モ
デ
ル
世
帯
の
基
礎
年
金
部
分
の
所
得
代
替
率
（
平
成
十
六
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
の
同
項

第
三
号
に
掲
げ
る
額
に
対
す
る
比
率
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
下
限
を
設
け
る
こ
と
は
現
在
の
と
こ
ろ
考
え
て
い
な
い
。
な

お
、
政
府
と
し
て
は
、
平
成
二
十
六
年
六
月
三
日
に
公
表
し
た
「
国
民
年
金
及
び
厚
生
年
金
に
係
る
財
政
の
現
況
及
び
見
通
し
」

（
以
下
「
財
政
検
証
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
モ
デ
ル
世
帯
の
基
礎
年
金
部
分
の
所
得
代
替
率
を
算
出
し
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。
ま
た
、
財
政
検
証
の
結
果
も
踏
ま
え
、
政
策
対
応
の
必
要
性
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
検
討
結
果
に
基
づ
い
て
、
将

来
の
基
礎
年
金
の
給
付
水
準
を
確
保
す
る
た
め
、
公
的
年
金
制
度
の
持
続
可
能
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案
を
第
百
九
十
回
国
会
に
提
出
す
る
な
ど
、
適
切
に
対
応
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
御
指
摘
の

「
最
低
の
生
活
が
維
持
で
き
な
く
な
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
基
礎
的
消
費
支
出
は
、
老
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齢
基
礎
年
金
の
額
を
考
え
る
上
で
の
勘
案
要
素
の
一
つ
で
あ
る
が
、
公
的
年
金
制
度
は
保
険
料
の
納
付
に
応
じ
て
給
付
を
行
う

こ
と
が
原
則
で
あ
り
、
ま
た
、
年
金
の
給
付
水
準
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
長
期
的
な
給
付
と
負
担
の
均
衡
の
確
保
が
前
提
と
な

る
こ
と
か
ら
、
老
齢
基
礎
年
金
の
額
は
基
礎
的
消
費
支
出
を
全
て
賄
う
と
い
う
考
え
方
で
設
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

財
政
検
証
に
お
い
て
、
財
政
検
証
に
お
け
る
経
済
前
提
の
ケ
ー
ス
Ｅ
（
以
下
「
ケ
ー
ス
Ｅ
」
と
い
う
。
）
及
び
国
立
社
会
保

障
・
人
口
問
題
研
究
所
が
平
成
二
十
四
年
一
月
に
公
表
し
た
「
日
本
の
将
来
推
計
人
口
」
に
お
い
て
仮
定
し
て
い
る
合
計
特
殊

出
生
率
等
の
中
位
推
計
に
基
づ
く
と
、
ケ
ー
ス
Ｅ
に
お
い
て
前
提
と
し
た
物
価
上
昇
率
で
平
成
二
十
六
年
度
現
在
の
価
値
に
割

り
戻
し
た
満
額
の
老
齢
基
礎
年
金
の
額
は
、
平
成
二
十
六
年
度
の
約
六
・
四
万
円
に
対
し
、
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
の
調
整
期

間
（
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
調
整
期
間
を
い
う
。
）
が
終

了
す
る
平
成
五
十
五
年
度
は
約
六
・
三
万
円
と
お
お
む
ね
横
ば
い
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
御
指
摘
の
平
成
二
十
八

年
十
一
月
十
八
日
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
に
お
け
る
塩
崎
厚
生
労
働
大
臣
の
答
弁
で
は
「
購
買
力
ベ
ー
ス
で
見
て
実
質
的
に

お
お
む
ね
横
ば
い
」
と
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
将
来
の
社
会
保
険
料
の
水
準
に
つ
い
て
予
測
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、

御
指
摘
の
「
公
的
保
険
料
（
介
護
保
険
料
や
医
療
保
険
料
な
ど
）
は
常
識
的
に
年
々
上
昇
す
る
」
か
ど
う
か
は
一
概
に
は
言
え

な
い
が
、
社
会
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
負
担
能
力
に
応
じ
た
負
担
と
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
つ
つ
、
低
所
得
の
高
齢
者
へ
の
対

三



策
と
し
て
、
社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
に
お
け
る
医
療
や
介
護
の
保
険
料
負
担
の
軽
減
や
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
創
設

等
社
会
保
障
制
度
全
体
で
講
ず
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
今
後
も
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。

御
指
摘
の
「
国
民
の
生
活
実
感
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
平
成
十
六
年
改
正
法
附
則
第
二

条
第
一
項
に
お
い
て
は
、
モ
デ
ル
世
帯
の
所
得
代
替
率
が
百
分
の
五
十
を
上
回
る
こ
と
と
な
る
よ
う
な
年
金
の
給
付
水
準
を
将

来
に
わ
た
り
確
保
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
モ
デ
ル
世
帯
の
所
得
代
替
率
に
つ
い
て
は
、
指
標
と
し
て
の
継
続
性
、
過

去
と
の
比
較
も
容
易
で
あ
る
こ
と
等
の
観
点
も
踏
ま
え
て
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
今
の
形
で
お
示
し
す
る
こ
と
が
適
切
と
考
え
て

い
る
。
そ
の
上
で
、
国
民
の
皆
様
に
よ
り
御
理
解
い
た
だ
け
る
よ
う
、
こ
れ
ま
で
も
モ
デ
ル
世
帯
の
基
礎
年
金
部
分
の
所
得
代

替
率
を
提
示
す
る
な
ど
の
工
夫
を
し
て
お
り
、
今
後
と
も
、
財
政
検
証
結
果
の
示
し
方
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
工
夫
が
で
き

る
か
研
究
し
て
ま
い
り
た
い
。

四


